
北海道林業事業体登録制度の概要 

 

指針違反は改善を指導

道のホームページで登録情報を公表

林 業 事 業 体 が 道 に 登 録 申 請

北海道が付加する条件
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林業事業体が行った森林整備事業を道が成績評定

事業発注者等が登録情報を閲覧、事業体を選択

北海道内で森林整備等を行う林業事業体
登録対象団体

道 が 事 業 体 情 報 を 名 簿 に 登 録

制 度 の イ メ ー ジ

○ 基本情報 【 住所 名称 代表者 連絡先 など 】

○ 事業情報 【 事業実績 機械保有台数 など 】

○ 雇用管理情報 【 雇用管理者選任 各種保険加入 など 】

○ 地域貢献等情報 【 表彰実績 森林認証取得 など 】

登録申請情報

適切な森林施業を行い、労働安全管理に努める事業体の育成

森 林 の 適 切 な 整 備

評
定
結
果
を
事
業
体
へ
通
知

事業発注者等に選 択 さ れ た 林 業 事 業 体 が
森林整備事業を 実 施

改善がみられないときは
登録抹消ができる

目的 

 森林所有者等による事業実行者の選択を可能とす  
 るとともに、適切な森林施業を行い、労働安全衛生 
 管理に努める健全な林業事業体の育成を図り、北海 
 道の森林の適切な整備を推進することを目的とする。  

登録 

登録の対象   北海道において森林整備等を行う林業事業体  

指針の遵守  

 登録林業事業体は、「北海道における適切な森林整 
 備等の実施に向けた指針」（以下「指針」）に沿った施  
 業等を実施。  
 
 
 
 

登録の 
有効期間 

 登録を受けた日から５年間（以後5年ごとに更新）  

登録  

 知事は、登録の申請に基づき、次の情報を登録。 

 ○ 基本情報：住所 名称 代表者 連絡先 など 

 ○ 事業情報：事業実績 機械保有台数 など 

 ○ 雇用管理情報：雇用管理者選任 各種保険加入 など 

 ○ 地域貢献等情報：表彰実績 森林認証取得 など 

指導  

 知事は、「指針」が守られていないことや、虚偽の申 
 請があったことが明らかになったときは、登録林業事 
 業体に対し改善を指導。  

公  表  知事は、登録された林業事業体の登録情報を公表。  

成績評定 

 知事は、登録された林業事業体が行う森林整備等 
 の事業の内容について、成績評定を実施。 
 
 

「指針」 林業事業体が森林整備をするにあたり、森林法など
法令に基づく適正な手続きの実施、計画制度に基づく伐採・
森林整備、労働安全衛生管理の取組みなどを必要な事項を
示したもの。 

成績評定の結果については林業事業体へ通知。 


